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厚
生
文
教
常
任
委
員
会
は
、
九

州
の
三
つ
の
自
治
体
を
視
察
し
ま

し
た
。

㈠ 
筑
後
市 

市
立
病
院

　

経
営
改
善
の
た
め
に
独
立
行
政

法
人
化
。

　

メ
リ
ッ
ト
は
、
病
院
独
自
の
裁

量
で
、
経
験
の
あ
る
職
員
を
採
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
非
正
規
職

員
、
臨
時
医
師
を
正
規
化
し
て
待

遇
改
善
で
き
た
こ
と
。

　

一
方
、
黒
字
化
で
き
た
原
因

は
、
会
計
基
準
が
変
わ
っ
た
か

ら
。
そ
し
て
、
現
在
、
職
員
の
正

規
化
が
経
営
を
圧
迫
し
は
じ
め
て

い
る
と
の
こ
と
。

㈡ 

熊
本
市 

熊
本
城

　

震
災
か
ら
の
復
興
。

　

復
興
に
は
２
０
年
か
か
る
が
、

そ
れ
ま
で
何
も
で
き
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
日
曜
祝
日
は
、
工
事

現
場
の
一
部
、
復
興
事
業
を
公

開
。
沖
縄
・
広
島
・
長
崎
の
平
和

ツ
ァ
ー
の
よ
う
に
、
物
見
遊
山
に

と
ど
ま
ら
な
い
観
光
の
在
り
方
だ無

会
派
議
員
の
発
言
時
間

徹
底
し
て
守
る
べ
き

日
本
共
産
党
小
田
原
市
議
会
議
員
団
団
長　

田
中
利
恵
子

　

議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
「
代
表
質
問
と
予
算
特
別
委
員
会
の
総
括
質

疑
の
内
容
が
重
複
す
る
」
等
の
理
由
に
よ
り
、
代
表
質
問
の
時
間
を
削
り
、
そ

の
分
総
括
質
疑
の
時
間
を
増
や
す
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
ま
し
た
。
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代
表
質
問
の
質
問
時
間
の
削
減
は
す
べ
き
で
は
な
い

 

こ
れ
に
つ
い
て
日
本
共
産
党
は
、
当

初
は
①
重
複
し
て
も
何
ら
問
題
は
な

い
、
②
代
表
質
問
は
市
長
の
施
政
方
針

に
関
し
、
市
政
全
般
に
関
わ
る
質
問
、

十
分
な
時
間
が
必
要
、
③
現
状
の
ま
ま

行
う
べ
き
、
と
主
張
。
代
表
質
問
と
総

括
質
疑
の
各
会
派
の
持
ち
時
間
を
め
ぐ

り
、
各
会
派
提
案
も
さ
れ
議
論
が
沸
騰

す
る
中
で
、
そ
の
後
代
表
質
問
の
持
ち

時
間
を
議
員
一
人
一
〇
分
と
す
る
委
員

長
提
案
が
さ
ら
に
加
わ
り
議
論
が
さ
れ

ま
し
た
が
、
日
本
共
産
党
を
除
く
他
の

会
派
全
て
が
委
員
長
提
案
を
支
持
す
る

結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
共
産
党
は
、
①
近
年
他
の
会
派

は
持
ち
時
間
よ
り
は
る
か
に
短
い
時
間

で
質
問
が
終
わ
っ
て
い
る
が
、
日
本
共

産
党
と
公
明
党
の
二
会
派
は
持
ち
時
間

ぎ
り
ぎ
り
ま
で
質
問
を
し
て
き
て
い

る
、
委
員
長
提
案
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
、
②
委
員
長
提
案
だ
と
無
会
派
議
員

は
総
括
質
疑
が
な
い
の
で
、
質
問
時
間

が
た
っ
た
一
〇
分
と
な
り
、
施
政
方
針

へ
の
対
応
が
難
し
く
な
る
。
無
会
派
議

員
の
質
問
時
間
を
徹
底
し
て
守
る
べ
き

だ
、
③
議
員
定
数
が
一
減
と
な
っ
た

今
、
議
員
の
発
言
時
間
を
削
る
の
は
現

状
か
ら
逆
行
し
て
い
る
、
④
日
本
共
産

党
の
提
案
が
、
各
会
派
の
実
績
等
加
味

し
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
理
想
的
だ

と
強
調
。
さ
ら
に
新
人
議
員
が
現
状
の

代
表
質
問
と
総
括
質
疑
を
経
験
し
て
か

ら
で
も
遅
く
な
い
、
結
論
を
先
延
ば
し

す
る
よ
う
提
案
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

最
終
的
に
採
決
と
な
り
、
結
果
、
委
員

長
提
案
が
通
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
日
本
共
産
党
の
代
表
質
問
は
現
状

の
五
〇
分
か
ら
三
〇
分
に
削
減
、
無
会

派
議
員
の
質
問
は
二
〇
分
か
ら
一
〇
分

に
削
減
と
な
っ
て
し
ま
し
ま
し
た
。
採

決
に
は
日
本
共
産
党
の
み
反
対
し
ま
し

た
。
議
員
の
発
言
権
を
議
員
自
ら
が
減

ら
す
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、

非
常
に
残
念
な
結
果
と
な
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
も
議
員
の
発
言
を
守
る

た
め
に
議
会
の
民
主
的
な
運
営
の
た
め

に
賛
同
す
る
他
の
議
員
と
と
も
に
頑
張

り
ま
す
。

と
思
っ
た
。

㈢ 

八
代
市 

小
中
学
校
教
育

①
小
中
一
貫
教
育

　

機
械
的
な
統
廃
合
で
は
な
く
、

小
中
合
同
の
運
動
会
、
定
期
的
な

小
中
の
先
生
の
合
同
会
議
、
専
科

の
先
生
の
派
遣
な
ど
、
学
校
と
地

域
と
の
連
携
。

　

一
貫
校
と
し
て
統
廃
合
さ
れ
た

山
間
部
の
一
中
・
三
小
で
は
、
子

供
た
ち
は
ス
ク
ー
ル
バ
ス
通
学
。

分
校
の
児
童
は
、
中
学
生
に
な
る

と
寄
宿
舎
住
ま
い
。

②
教
育
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

不
登
校
な
ど
の
問
題
に
対
し

て
、
子
供
だ
け
で
な
く
、
親
、
教

員
へ
の
相
談
を
請
け
負
う
セ
ン

タ
ー
を
開
設
。

　

セ
ン
タ
ー
長
は
、
「
不
登
校
児

を
施
設
で
受
け
入
れ
て
良
し
と
す

る
の
で
は
な
く
、
学
校
に
、
そ
の

子
た
ち
の
居
場
所
が
作
ら
れ
る
こ

と
が
大
事
」
と
強
調
。
最
大
の
悩

み
は
、
予
算
不
足
で
サ
ポ
ー
ト
す

る
所
員
が
足
り
な
い
こ
と
。

　

視
察
を
通
し
て
、
福
祉
・
教
育

の
分
野
に
経
営
の
観
点
が
持
ち
込

ん
で
も
経
営
の
改
善
に
も
な
ら
な

い
し
、
矛
盾
が
起
き
る
こ
と
。
こ

こ
に
こ
そ
金
を
か
け
る
べ
き
だ
と

再
認
識
し
ま
し
た
。

イメージ写真

イメージ写真

熊本城

訂　
　

正

　

本
紙
前
号
（
二
四
二
号
）
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
の
で
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

P.1
本
文

　

誤
「
二
〇
一
八
年
一
月
十
五
日
」

　

正
「
二
〇
一
九
年
一
月
十
五
日
」

P.1
図
表
題

　

誤
「
各
証
書
」

　

正
「
各
証
明
書
」

P.4　

委
員
会
報
告

　

誤
「
一
競
輪
事
業
」

　

正
「
市
競
輪
事
業
」

田中 横田 岩田



　

政
府
に
よ
っ
て
、
自
治
体
の
組
織
・

業
務
の
徹
底
し
た
外
部
化
つ
ま
り
ア
ウ

ト
ソ
ー
シ
ン
グ
や
民
営
化
、
人
員
・
経

費
の
削
減
、
業
務
の
質
や
公
共
性
、
専

門
性
、
人
材
育
成
を
軽
視
し
た
制
度
運

用
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
市

も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
流
れ
の
一
つ
で
あ
る
「
公
の
施

設
」
の
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

は
、
政
府
自
身
も
問
題
あ
り
と
認
め
、

二
〇
一
一
年
当
時
の
片
山
義
博
総
務
大

臣
が
「
今
日
ま
で
の
自
治
体
の
こ
の
制

度
の
利
用
状
況
を
み
る
と
、
コ
ス
ト

カ
ッ
ト
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
っ
て
き
た

き
ら
い
が
あ
る
」
「
本
来
、
指
定
管

理
に
な
じ
ま
な
い
よ
う
な
施
設
に
ま
で

指
定
管
理
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
」

「
自
治
体
が
内
部
で
非
正
規
化
を
ど
ん

ど
ん
進
め
、
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を

大
量
に
作
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
、

二
度
に
わ
た
っ
て
制
度
運
用
の
再
点
検

と
是
正
を
求
め
る
通
知
を
出
し
て
い
ま

す
。

　

そ
し
て
、
指
定
管
理
者
制
度
は
施
行

さ
れ
て
か
ら
十
五
年
に
な
り
ま
す
が
、

総
務
省
に
よ
り
、
今
年
三
月
に
市
区
町

村
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
状
況
が

公
表
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
問
題
が
見
え
て

き
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
団
体
の
比

率
は
、
多
い
方
か
ら
、
「
宿
泊
休
養
施

設
」
の
八
七
・
八
％
、
「
休
養
施
設
」

の
七
六
・
三
％
、
「
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
」
の
七
四
・
二
％
、
「
産
業

情
報
提
供
施
設
」
の
七
四
・
一
％
、

「
展
示
場
施
設
・
見
本
市
施
設
」
の

一
般
質
問
案
内

二
〇一九
年
十
二
月
十
九
日（
木
）

一〇
時
〇
〇
分
よ
り

⒈
台
風
被
害
の
教
訓
を
生
か
し
た
防

災
対
策
に
つ
い
て

㈠
異
常
気
象
の
認
識
に
つ
い
て

㈡
高
潮
被
害
に
つ
い
て

㈢
森
戸
川
の
水
害
対
策
に
つ
い

て
㈣
要
配
慮
者
の
避
難
と
避
難
所

に
つ
い
て

⒉
市
民
ホ
ー
ル
に
つ
い
て

㈠
市
民
ホ
ー
ル
整
備
事
業
に
つ

い
て

㋐
建
設
工
事
の
進
捗
に
つ
い

て
㋑
屋
根
材
の
検
討
状
況
に
つ

い
て

㋒
舞
台
機
構
な
ど
に
つ
い
て

㈡
「
市
民
ホ
ー
ル
の
主
役
は
市

民
」
に
つ
い
て

⒊
教
員
の
長
時
間
労
働
と
変
形
労
働

時
間
制
に
つ
い
て

㈠
教
員
の
長
時
間
労
働
の
実
態

に
つ
い
て

㈡
長
時
間
労
働
の
解
消
に
つ
い

て

横田　英司

⒈
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
山
王
川
の

護
岸
の
損
壊
等
に
つ
い
て

㈠
住
民
へ
の
対
応
と
連
携
に
つ

い
て

㈡
護
岸
の
維
持
、
管
理
等
に
つ

い
て

⒉
人
口
減
少
下
に
ど
う
い
う
市
政
を

目
指
す
の
か
に
つ
い
て

㈠
市
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
つ

い
て

㈡
こ
れ
ま
で
の
本
市
の
取
組
に

つ
い
て

㈢
今
後
の
本
市
の
取
組
に
つ
い

て
㈣
自
治
体
戦
略
二
〇
四
〇
構
想

に
つ
い
て

田中　利恵子

⒈
防
災
対
策
等
に
つ
い
て

㈠
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
狩
川

の
水
位
上
昇
に
よ
る
影
響
に

つ
い
て

㈡
農
地
転
用
と
水
害
対
策
、
災

害
復
旧
支
援
に
つ
い
て

㈢
避
難
所
運
営
に
つ
い
て

㈣
大
規
模
災
害
発
生
時
の
職
員

体
制
に
つ
い
て

㈤
市
町
村
合
併
に
よ
る
防
災
力

空
洞
化
に
つ
い
て

⒉
支
所
・
連
絡
所
・
窓
口
コ
ー

ナ
ー
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
分

館
、
図
書
館
分
館
の
廃
止
見
直

し
に
つ
い
て

㈠
廃
止
に
係
る
市
民
合
意
形
成

に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て

㋐
説
明
会
に
係
る
諸
点
に
つ

い
て

㋑
「
広
報
小
田
原
」
に
関
し

て
㋒
小
田
原
市
公
共
施
設
再
編

基
本
計
画
、
小
田
原
市
立

地
適
正
化
計
画
と
支
所
等

廃
止
に
つ
い
て

㈡
二
〇
一
九
年
一
月
か
ら
三
月

に
か
け
て
の
支
所
等
と
「
新

た
な
住
民
窓
口
サ
ー
ビ
ス
」

の
利
用
実
態
に
つ
い
て

㈢
編
入
旧
町
村
地
域
の
振
興
、

災
害
対
応
と
支
所
等
再
設
置

に
つ
い
て

㈣
旧
町
村
地
域
の
社
会
教
育
の

振
興
と
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

分
館
、
図
書
館
分
館
の
再
設

置
に
つ
い
て

⒊
富
水
駅
前
の
無
料
自
転
車
駐
車
場

廃
止
に
係
る
諸
課
題
に
つ
い
て

㈠
無
料
自
転
車
駐
車
場
再
設
置

に
つ
い
て

㈡
営
利
企
業
設
置
自
転
車
駐
車

場
の
通
学
利
用
者
に
対
す
る

料
金
助
成
に
つ
い
て

岩田　泰明

六
三
・
六
％
で
す
。
少
な
い
方
か
ら

は
、
「
海
水
浴
場
」
の
一
三
·
二
％
、

「
公
営
住
宅
」
の
一
三
·
八
％
、
「
図

書
館
」
の
一
八
·
四
％
、
「
大
規
模
霊

園
、
斎
場
等
」
の
二
二
・
〇
％
、
「
公

民
館
・
市
民
会
館
」
の
二
二
・
二
％
、

「
児
童
ク
ラ
ブ
、
学
童
館
等
」
の

二
二
・
七
％
で
す
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
公
共
性
の
高
い
社
会

福
祉
施
設
や
社
会
教
育
施
設
の
導
入
が

低
く
、
指
定
管
理
者
制
度
に
は
、
な
じ

ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
今
回
の
指
定
管
理
者

制
度
導
入
は
、
な
じ
む
の
で
し
ょ
う

か
。

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
運
営
・
管
理
は
業
務
委
託

し
て
お
り
、
指
定
管
理
に
な
っ
て
も
基

本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
セ
ン

タ
ー
長
会
議
を
週
に
一
度
開
催
し
、
そ

こ
に
市
も
参
加
し
て
お
り
、
こ
れ
も
指

定
管
理
者
制
度
導
入
後
も
引
き
続
き
行

わ
れ
る
の
で
、
市
の
関
わ
り
が
な
く
な

る
こ
と
は
な
い
と
、
厚
生
常
任
委
員
会

で
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
日

常
的
に
市
が
直
接
業
務
に
携
わ
る
こ
と

な
く
、
週
に
一
度
の
会
議
で
専
門
的
知

見
、
現
場
の
空
気
感
が
市
に
蓄
積
さ
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
な
く
し
て
、

ど
う
や
っ
て
判
断
し
、
管
理
監
督
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
。
特
に
、
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
へ
と
い
う
福
祉
、
教
育
と
い

う
最
も
公
共
性
の
高
い
分
野
で
す
。
指

定
管
理
者
制
度
導
入
し
て
も
、
現
在
と

基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
は
な

く
、
現
在
の
業
務
委
託
自
身
に
問
題
あ

り
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

図
書
館
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
培
っ

て
き
た
図
書
館
の
基
本
的
役
割
が
な
く

な
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
が
大
前
提

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
こ

そ
、
市
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
、

発
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
の

か
。
な
ら
ば
、
運
営
・
管
理
の
主
体

は
、
市
が
直
営
で
行
う
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

横
田　

英
司

小
田
原
市
立
小
田
原
駅
東
口
図
書
館
及
び

お
だ
ぴ
よ
子
育
て
支
援
セン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
指
定
に
反
対
討
論（
抄
）


